






【現行】

○待遇内容や待遇決定に際しての考慮事
項に関する説明義務

⇒ 短時間労働者・派遣労働者は規定
あり（※） ／ 有期雇用労働者は規
定なし

○説明義務の対象は基本的に「本人の待
遇」に関することのみ

⇒ 正規雇用労働者との待遇差の内容
やその理由については説明義務なし

※短時間労働者[パート法]

①特定事項（昇給･賞与･退職手当の有無）に関
する文書交付等による明示義務、その他の労
働条件に関する文書交付等による明示の努力
義務【雇入れ時】[パート法第6条第1項･第2項]

②待遇の内容等に関する説明義務【雇入れ時】
[パート法第14条第1項]

③待遇決定等に際しての考慮事項に関する説明
義務【求めに応じ】[パート法第14条第2項]

※派遣労働者 [派遣法]

① 待遇の内容等に関する説明義務【雇用しよう
とする時】[派遣法第31条の2第1項]

② 待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義
務【求めに応じ】[派遣法第31条の2第2項]

【改正】

○有期雇用労働者についても、本人の待遇内容及び待
遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務を創設。

○短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者につい
て、事業主に正規雇用労働者との待遇差の内容・理
由等の説明義務（求めた場合）を創設。

○説明を求めた場合の不利益取扱い禁止を規定。

×：規定なし ○：規定あり

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

短時間 有期 派遣

待遇内容 ○ → ○ × → ○ ○ → ○

待遇決定に際しての
考慮事項

○ → ○ × → ○ ○ → ○

待遇差の内容・理由 × → ○ × → ○ × → ○
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【現行】
○行政による報告徴収・助言・
指導等
⇒ 短時間労働者・派遣労働
者は規定あり ／ 有期雇
用労働者は規定なし

○行政による裁判外紛争解決手
続（調停など）

⇒ 短時間労働者のみ規定あ
り ／ 有期雇用労働者・
派遣労働者は規定なし

⇒ 短時間労働者についても、
均衡待遇規定に関する紛争
は対象外

【改正】

○有期雇用労働者についても、事業主に対する報告徴収･助言・
指導等の根拠規定を整備。

○有期雇用労働者・派遣労働者について、行政による裁判外紛争
解決手続（行政ADR）の根拠規定を整備。

○均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明についても行政Ａ
ＤＲの対象に追加。

×：規定なし △：部分的に規定あり ○：規定あり
※均衡待遇は行政ADRの対象外

行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備

短時間 有期 派遣

行政による
履行確保措置

○→○ ×→○ ○→○

行政ＡＤＲ △（※）→○ ×→○ ×→○
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